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みんなの詩を

まってるよ！
みんなの想いをきかせてね。

主催

島根県

共催

島根県人権啓発活動ネットワーク協議会

応募規定

（１）募集内容

　　人権についての詩

　　テーマの例　「大切なもの」「心あたたまる体験」など

※４００字詰め原稿用紙２枚以内（タイ

トル・名前を含む）（ワープロで作成する

場合は、縦書き２０字×４０行以内）

※応募作品は未発表、オリジナルのも

ので、一人１作品に限ります。

（２）応募締切

　　平成２６年９月３０日（火）

（３）応募資格

　　次のいずれかに該当する方

①島根県内の高等学校、特別支援学校高等部、高等専

門学校（第３学年まで）に在籍している方

②島根県内在住の平成８年４月２日から平成１１年

４月１日までに生まれた方　

（４）応募方法

郵送またはメールで島根県人権啓発推進センターま

で応募してください。

（高等学校等で取りまとめてもらえる場合は、まとめ

ての応募も可）

応募の際は、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、連

絡先電話番号、高等学校等在籍の方は学校名・学年を

明記してください。

県内の高校生世代の方から、人権に関する詩を募集します。
「人権」というと難しく考えがちですが、
だれにとっても身近で大切なものです。

ご自分の体験や感じたこと、想いなどを詩で表現してみませんか。

第２回

～ 身近にある人権や命の大切さを 詩で表現してみませんか ～

高校生世代『人権の詩』募集要項
うた

審査・表彰等

・別に設置する審査委員会で審査し、入賞作品（最優秀賞１

作品、優秀賞２作品、入選７作品程度）を選定します。

・最優秀賞及び優秀賞を受賞された方の表彰式を人権週間

（12/4～12/10）に行う予定です。

・入賞者には、賞状と副賞（図書カード：最優秀賞１万円分、

優秀賞５千円分、入選千円分）を贈ります。

・入賞作品及び入賞者の氏名等を、人権週間中に島根県

ホームページで発表します。

また、入賞作品を掲載した作品集を発行し、高等学校や特

別支援学校、公共機関等へ配布します。

注意事項等

・応募いただいた作品は返却しません。

・応募時に記載された氏名等の個人情報は、審査、発表、副

賞等の送付にのみ使用します。

・審査発表や作品掲載時にペンネームを希望される場合

は、応募時にその旨を明記してください。

・入賞作品については、著作権等作品についてのすべての

権利を島根県に譲渡していただきます。

・入賞作品は今後、さまざまな人権啓発活動において活用

します。

応募、お問い合わせ先

〒690-8501  松江市殿町１番地

島根県環境生活部人権同和対策課

人権啓発推進センター

電話（０８５２）２２－６０５１

E-mail:doutai@pref.shimane.lg.jp




